
 

  

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

石巻市 21.3 26.3 24.8 17.8 23.9 22.1 17.6 20.4 21.3
宮城県 24.8 22.8 20.7 18.9 19.8 19.6 17.4 18.0 16.9
全国 24.4 23.4 22.9 21.0 20.7 19.5 18.5 16.8 16.4

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

石巻市 24.8 27.5 22.3 23.0 27.8 20.5 19.4 20.2 22.4 17.1
宮城県 27.8 24.9 24.5 21.8 20.9 21.7 18.6 19.0 17.8 16.9
全国 25.6 24.7 24.1 21.8 21.1 19.6 18.6 17.0 16.5 16.2

石巻市の自殺者の現状について 

（１）自殺死亡率の推移 
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資料 2 



 

 

  

本計画の自死の統計資料は、「人口動態統計」と、「地域における自殺の基礎資料」の両方を使用する

とともに、自殺者数と自殺死亡率の２種類の値を参照しました。なお、両者の統計には下記のとおり捉

え方に違いがあります。 

 

 人口動態統計 地域における自殺の基礎資料 

（警察庁自殺統計を基に厚生労働省自殺対策

推進室が作成） 

対象者 日本における日本人 日本における外国人を含む総人口 

調査時点 住所地を基に死亡時点で計上したもの 自殺死体発見時点（正確には認知）で計上し

た警察庁自殺統計原票を基に、自殺日・住居

地等で再集計したもの 

事務手続き

上（訂正報

告）の差異 

自殺、他殺あるいは事故死のいずれか

不明の時は、自殺以外で処理しており、

死亡診断書等について作成者から自殺

の旨訂正報告がない場合は、自殺に計

上しない。 

捜査時等により、自殺であると判明した時

点で、自殺統計原票を作成して計上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかにできる原因・動機を自殺者一人につき 3つまで計上可能としてい

るため、原因・動機特定者の原因・動機別の和と原因・動機特定者数とは一致しない                               

資料：内閣府・厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）」 

「人口動態統計」と「地域における自殺の基礎資料」の違い 


